
 平成２１年３月６日 

独立行政法人国立美術館 

東京国立近代美術館 

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号）に基づく

「東京国立近代美術館本館及び工芸館の管理・運営業務」に係る契約の締結について 

 

独立行政法人国立美術館東京国立近代美術館（以下「美術館」という。）は、「東京国立

近代美術館本館及び工芸館の管理・運営業務」（以下「本件業務」という。）について、

次のとおり契約を締結しました。 

 

１ 契約の相手方の住所、名称及び代表者の氏名 

   

（１）東京都新宿区市谷本村町２－１ 

   鹿島建物総合管理株式会社 

   代表取締役社長 武信 浩 

 

（２）東京都中央区日本橋蛎殻町２－１３－９ 

   株式会社協栄 

   代表取締役社長 山田 賢治 

 

（３）東京都港区西新橋１－１－３ 

   株式会社シービーエス 

   取締役社長 西村 日出穂 

 

（４）東京都江戸川区篠崎町３－１２－６ 

   三東運輸株式会社 

代表取締役 田口 勝久 

 

２ 契約金額 

  ５３０，３４０，１４７円（税込） 

   （注）上記金額は総価契約の金額及び単価契約の金額（予定数量×単価）に基づい

た、業務委託期間（平成２１年４月１日～平成２４年３月３１日）の３年間

分の額。 

 

３ 本件業務の内容及びその実施に当たり確保されるべき質 



 

（１）本件業務の内容等 

①本件業務の実施内容 

民間事業者は、下記の業務を実施することとする。 

ア 統括管理業務 

イ 建築設備維持管理業務 

ウ 清掃業務 

エ 廃棄物処理業務 

オ 環境衛生管理業務 

カ 植栽管理業務 

キ 運営支援業務 

本件業務の詳細な実施内容は「別添資料１：仕様書」に定めるとおりである。 

 

②本件業務の実施に当たり確保されるべき質と評価の指標 

ア 包括的な質の設定 

本件業務の実施に当たり、基本的な方針は、「管理・運営業務を通して、快適な施設

利用を可能とするとともに、当該施設における公共サービスの円滑な実施を可能とす

ること。」とする。 

民間事業者への要求事項、評価指標、及び要求水準は、以下のとおりである。 

項目 要求事項 評価指標 要求水準 

①継続性・安定性

の確保 

美術館を継続的、

安定的な利用に供

すること。 

美術館の一時的閉館や開館不

能の状態を招くような重大な

業務上の瑕疵の発生 

０回 

②信頼性の確保 美術館運営に重要

な支障を与えない

こと。 

美術館運営に重要な影響を与

える業務上の瑕疵による事象

(作品の損傷・紛失、人身事故、

等)の発生 

０回 

 



イ 個別業務の質の設定 
民間事業者への要求事項、評価指標、及び要求水準は、以下のとおりである。 

項目 要求事項 評価指標（注１） 要求水準 

①館内及び外構清

掃業務 

施設が清潔な環境

に保たれているこ

と。 

アンケートによる観客の「清

掃状況」の不満足度（注２） 5％以下 

②植栽管理業務 視覚的、衛生的に適

切な植栽管理がな

されていること。 

アンケートによる観客の「植

栽管理」の不満足度（注３） 

 

5％以下 

③会場管理業務 館内での会場管理

業務（監視、応対

等）が適切に行わ

れていること。 

アンケートによる観客の「会

場管理業務」の不満足度（注

４） 

 

5％以下 

   

総括評価（注５） 個別業務が年間を

通じて適切に行わ

れていること。 

アンケートによる観客の「総

括評価」の不満足度（注６） 10％以下 

   注１ ①から③の個別業務については、美術館が実施する指定のアンケート（以下「アンケート」

という。）１回ごとに集計した結果を基に算出する。 

   注２ アンケートで、「清掃状況」に対して「不満足」と回答した数（以下、「Ａ」という。）を回収

済みアンケートの票数（以下、「Ｄ」という。）で割った割合 

注３ アンケートで、「植栽管理」に対して「不満足」と回答した数（以下、「Ｂ」という。）をＤで

割った割合 

注４ アンケートで、「会場管理業務」に対して「不満足」と回答した数（以下、「Ｃ」という。）を

Ｄで割った割合 

注５ 総括評価については、１年間で徴取したアンケートすべてについて集計した結果を基に算出

する。 

注６ 総括評価については、以下の計算式に基づいて計算する。 

 

  総括評価＝ 

 

 

（２）モニタリングの実施 

美術館は、民間事業者が
Ａ＋Ｂ＋Ｃ（年間合計数） 
Ｄ（年間合計数） 

行う前記①に示した本件業務の実施状況についてモニタリン



グを実施する。基本的なモニタリングの方法は、以下のとおりである。 

 

種  類 方  法 

日常モニタリング • 民間事業者は、毎日自らの責任により、業務遂行状況につい

て業務日誌を作成し、美術館に提出する。 

• 民間事業者は、毎日の業務日誌を取りまとめ、業務月次報告

書として、美術館に提出する。 

• 利用者や美術館の職員からの苦情等があった場合には、美術

館に報告する。 

• 本件施設の運営に影響を及ぼすような、「重大な事象」が発

生した場合及び発生する恐れのある場合には、民間事業者は

速やかに美術館に報告する。 

定期モニタリング • 美術館は、月に数回、本件施設内を巡回し、予め協議の上決

定されたモニタリング項目に従って、各業務の遂行状況を確

認・評価する。 

【想定しているモニタリング項目（その方法）】 

・収蔵庫内の温湿度（機器による測定） 

・展示場内環境（機器よる測定） 

・清掃の状況（目視、職員ヒアリング） 

・植栽管理の状況（目視、職員ヒアリング） 

・会場管理の状況（目視、職員ヒアリング） 

• 美術館の職員及び民間事業者が出席する「モニタリング評価

委員会（仮称）」を月に1回開催し、日常モニタリング、定期

モニタリングの結果報告を行うとともに、利用者及び職員か

らの苦情等の発生についての検討や意見交換等を行う。 

随時モニタリング • 必要に応じ、美術館の職員が施設内を巡回し、各業務の遂行

状況を確認・評価する。 

 

４ 本件業務の実施期間 

本件業務の実施期間（委託期間）は、平成２１年４月１日～平成２４年３月末日ま

での３年間とする。 

 

５ 美術館に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の委

託業務の適性かつ確実な実施の確保のために契約により民間事業者が講ずべき措置 



 

（１）報告事項等 

①報告事項 

ア 民間事業者は、本件業務に係る収入支出経費を１年に１回美術館に報告するとと

もに、必要に応じて美術館から求められた場合にも報告することとする。 

イ 民間事業者は、前記３（２）で規定された、美術館が行うモニタリングに必要な

文書を作成し、美術館に提出する。 

ウ 民間事業者は、本件業務を実施するに当たり、委託期間中の事故の防止等、利用

者の安全衛生については十分配慮するとともに、事故等が発生した場合は、迅速

に対応するとともに、速やかに美術館に報告しなければならない。また、美術館

の必要に応じて、文書を作成し、美術館に提出する。 

エ 美術館は、民間事業者から報告を受けた前記 0～0 の結果及び定期並びに随時モ

ニタリングの結果について取りまとめの上、１年に１回公表するとともに官民競

争入札等監理委員会に報告するものとする。 

 

②調査 

美術館は、本件業務の適正かつ確実な実施を確保するために、前記①の報告や美術

館が行うモニタリングの確認結果及び別途行うアンケート調査の結果により、必要が

あると認めるときは、法第２６条第１項に基づき、民間事業者に対し、本件業務の状

況に関し必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所において、本件業務の実施の状

況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができ

るものとする。事務所への立入検査をする美術館の職員は、検査等を行う際には、当

該検査が法第２６条第１項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、

その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。 

 

③指示 

美術館は、民間事業者による委託業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要

があると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示するこ

とができるものとする。 

 

（２）秘密事項個人情報等の管理 

①個人情報保護 

民間事業者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づき、



個人情報の適切な管理をしなければならない。また、民間事業者が本件業務に関して

知り得た美術館の情報についても適切な管理をしなければならない。 

 

②業務上知り得た秘密 

民間事業者で、本件業務に従事している者又は従事していた者は本件業務の実施に

関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、

又は盗用した場合には、法第５４条により罰則の適用がある。 

 

（３）その他、契約に基づき民間事業者が講ずべき措置等 

①本件業務の開始及び中止 

ア 民間事業者は、締結された契約に定められた業務開始日に、確実に本件業務を開

始しなければならない。 

イ 民間事業者は、やむを得ない事由により本件業務を中止しようとするときは、あ

らかじめ美術館と協議し、承認を受けなければならない。 

 

②公正な取扱い 

ア 民間事業者は、サービスの提供について、利用者を合理的な理由なく区別しては

ならない。 

イ 民間事業者は、本件業務における利用者の取扱いについて、本件施設以外の場で

自らが行う事業の利用の有無により区別してはならない。 

 

③金品等の授受の禁止 

民間事業者は、本件業務において、委託費及び観覧券、カタログ並びにグッズ販売

による代金の授受を除き、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。 

 

④宣伝行為の禁止 

ア 民間事業者及びその事業に従事する者は、「独立行政法人国立美術館」、「東京

国立近代美術館」等の名称を用い、本件業務以外の自ら行う事業の宣伝に利用す

ること（一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の１つと

して事実のみ簡潔に記載する場合等を除く。）及び当該自ら行う事業が本件業務

の一部であるかのように誤認させるおそれのある行為をしてはならない。 

イ 民間事業者は、本件施設において、本件施設以外の場で自らが行う事業の宣伝を



行ってはならない。 

 

⑤美術館との契約によらない自らの事業の禁止 

民間事業者は、本件施設において、美術館以外の者との契約に基づき実施する事業

を行ってはならない。ただし、美術館が特別に認めた場合はこの限りでない。 

 

⑥法令の遵守 

本件業務の実施に関し、民間事業者は、関係法令を遵守することとする。 

 

⑦施設及び作品の安全管理 

民間事業者は、本件業務を実施するに当たり、受託期間中の事故の防止等、施設及

び作品の安全管理については十分配慮しなければならない。なお、事故等が発生した

場合は、迅速に対応するとともに、速やかに美術館に報告しなければならない。 

 

⑧記録 

民間事業者は、本件業務の実施状況に関する記録を作成し、本件業務を終了し、又

は中止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間、保管しなければならない。 

 

⑨帳簿、書類 

民間事業者は、本件業務に関して帳簿書類を作成し、本件業務を終了し、又は中止

した日の属する年度の翌年度から起算して５年間、保管しなければならない。 

 

⑩権利の譲渡の禁止 

民間事業者は、委託契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡して

はならない。 

 

⑪権利義務の帰属 

ア 民間事業者は、本件業務の実施が第三者の著作権その他の権利と抵触するときは、

その責任において、必要な措置を講じなければならない。 

イ 民間事業者は、本件業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、美

術館の承認を受けなければならない。 

 



⑫再委託の禁止等 

ア 民間事業者は、美術館から委託を受けた本件業務の実施に係る業務を一括して第

三者に委託し又は請け負わせてはならない。 

イ 民間事業者は、本件業務の実施にあたり、その一部について再委託を行う場合に

は、原則として、あらかじめ提案書において、再委託する業務の範囲、再委託を

行うことの合理性、及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他管

理・運営の方法（以下「再委託先等」という。）について記載しなければならな

い。 

ウ 民間事業者は、委託契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、

再委託先等を明らかにした上で美術館の承認を得ることとする。 

エ 民間事業者は、前記イ又はウにより再委託を行う場合は、再委託先から必要な報

告を徴収することとする。 

オ 再委託先は、前記の秘密事項、個人情報等の管理、公正な取扱い、金品等の授受

の禁止、宣伝行為の禁止、美術館との契約によらない自らの事業の禁止、権利の

譲渡等及び権利義務の帰属について、民間事業者と同様の義務を負うものとする。 

 

⑬委託内容の変更 

美術館及び民間事業者は、本件業務の質の向上の推進、又はその他やむを得ない事

由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、

それぞれの相手方の承認を得なければならない。 

 

⑭契約の解除等 

美術館は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、民間事業者に対し、委託

費の支払いを停止し、又は契約を解除若しくは変更することができる。なお、前記理

由により美術館が契約を解除したとき、民間事業者は、違約金として契約金額の１０

０分の１０に相当する金額を美術館に納付するとともに、美術館との協議に基づき決

定した期日までの間、責任をもって当該業務の処理を行わなければならない。 

ただし、前記違約金の定めは、違約金額を超過する損害額についての損害賠償を妨

げるものではない。 

ア 偽りその他不正の行為により落札者となったとき 

イ 法第１４条第２項第３号若しくは第１５条において準用する第１０条（第１１号

を除く。）の規定により民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさ



なくなったとき 

ウ 契約に従った本件業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができ

ないことが明らかになったとき 

エ 前記ウに掲げる場合のほか、契約において定められた事項について重大な違反が

あったとき 

オ 法令又は契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁を

したとき 

カ 法令又は契約に基づく指示に違反したとき 

キ 民間事業者（その者が法人である場合にあっては、その役員）又はその職員その

他の従事者が、法令又は契約に違反して、本件業務の実施に関して知り得た秘密

を漏らし、又は盗用したとき 

ク 暴力団員を、業務を統括する者又は従業者としていることが明らかになったとき 

 

⑮委託契約の解釈 

委託契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、美術館と民間事業者と

が協議するものとする。 

 

⑯民間事業者への業務引継ぎ 

美術館は、本件業務の実施に関する契約を締結する時に、必要に応じて、民間事業

者に業務の引継ぎの指導及び支援を行うものとする。 

 

６ 契約により民間事業者が追うべき責任 

 

民間事業者が本件業務を実施するに当たり、故意又は過失により、美術館又は第三者に

損害を与えた場合において、その損害の賠償に関し契約書により民間事業者が負うべき責

任に関する次の事項を定める。 

 

（１）美術館から民間事業者への求償 

美術館が当該第三者に対する賠償を行ったときは、美術館は民間事業者に対し、当該

第三者に支払った損害賠償額（当該損害の発生について美術館の責に帰すべき理由が存

する場合は、美術館が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。）について

求償することができる。 



 

（２）民間事業者から美術館への求償 

民間事業者が民法第 709 条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であっ

て、当該損害の発生について美術館の責めに帰すべき理由が存するときは、民間事業者

は美術館に対し、第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を

超える部分について求償することができる。 

 

（３）美術館の物品等への損害 

民間事業者が美術館の物品等に損害を与えたときは、民間事業者はその損害に相当す

る金額を損害賠償として美術館に支払わなければならない。 

 

７ 民間事業者の委託業務の実施体制及び実施方法 

 

（１）民間事業者は、以下のとおり、業務実施体制を構築する。 
  ①統括管理業務、建築設備維持管理業務 

及び環境衛生管理業務：鹿島建物総合管理株式会社 
  ②運営支援業務：株式会社協栄 
  ③清掃業務及び植栽管理業務：株式会社シービーエス 
  ④廃棄物処理業務：三東運輸株式会社 
 
（２）民間事業者は、「国民に対して提供するサービスの質の向上」「美術作品の保管環境

の充実」「業務の効率化」を達成するため、以下の方法により、業務を実施する。 
  ①温室度管理の徹底 
  ②施設、設備の予防管理及び提案 
  ③非常時に対応した訓練体制の構築 
  ④従業員への教育の徹底 
  ⑤接遇対応の徹底 
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